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2023 年 8 ⽉ 1 ⽇ No. 180（毎⽉ 1 ⽇発⾏） 

法⼈税申告期限の延⻑について 

1. 法⼈税申告期限の延⻑について 

⾹港税務局は 2023 年 6 ⽉ 29 ⽇、Code D（決算⽇が 12 ⽉）の法⼈について、2022/23 年度
の法⼈税申告期限を 8 ⽉ 15 ⽇から 8 ⽉ 29 ⽇まで延⻑すると発表しました。 

他の決算⽇の法⼈については今のところ延⻑は発表されておりません。今回の発表後の決算期ごとの申
告期限は以下の通りです。 

 
会社の決算期 税務申告期限 

2022 年 12 ⽉（Code D） 2023 年 8 ⽉ 29 ⽇ 

2023 年 1 ⽉〜3 ⽉（Code M） 2023 年 11 ⽉ 15 ⽇ 

2023 年 1 ⽉〜3 ⽉（損失会社の特例） 2024 年 1 ⽉ 31 ⽇ 

 
2. 電⼦消費券第２弾の配布開始 

⾹港政府は 2023 年 7 ⽉ 16 ⽇から、2023/24 年度電⼦消費券第２弾の配布を開始しました。約
650 万⼈が対象となり、このうち新たに受給資格が認められた⼈は 22 万⼈となります。 

今回の第 2 弾は、2023 年４⽉に配布された第１弾を受給した⼈に残額が給付されるものとなります。
18 歳以上の⾹港永久居⺠と⼀定基準を満たした中国本⼟出⾝者らが 2,000 ⾹港ドル、永住権はない
ものの⾹港の⾝分証を持つ市⺠は 1,000 ⾹港ドル分となります。 

第２弾をカード式電⼦マネーの「⼋達通（オクトパス）」で受け取る場合、第１弾の給付額を使い切っ
ていることが条件となるため注意が必要です。2023 年６⽉ 30 ⽇までに消費額を満たしていなかった場合
は給付が 2023 年８⽉ 16 ⽇に延期され、以後は第１弾を使い切るまで１カ⽉ずつ給付が先延ばしにさ
れます。遅くとも 2023 年 10 ⽉末までに消費額を満たす必要があります。 

オクトパス以外の電⼦決済アプリで受け取る場合は、第１弾、第２弾ともに 2024 年２⽉ 29 ⽇が使
⽤期限となります。 
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